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取掛苔桃要  

市町村における権利擁護機能のあり方に関する研究会  

平成17年度報告書概要  

【研究の目的】  

・一2000年4月に現行の成年後見制度がスタートしたが、この5年間でみると制度利用は必   

ずしも芳しくなかった。  

・しかし、今後、認知症高齢者の急増、高齢者世帯の急増、地域で暮らす障害者の増大な   

どの動向の中で、今後、成年後見制度の利用をはじめとする権利擁護機能の充実強化へ   

の必要性はますます高まっている。  

・高齢者虐待防止法（略称）の施行、介護保険改正における地域包括支援センターでの権   

利擁護機能の制度化などにより、権利擁護機能について市町村行政の責務となった。  

・これらの状況の中で、地域でさまぎまな権利擁護機能の拡充を目指した実践が展開をみ   

せ、今後の権利擁護機能のあり方を考えるうえで参考になる例が多い。  

・一方、成年後見制度の運用の中で、第三者後見人等として後見業務を受任してきた、弁   

護士・司法書士・社会福祉士等の専門職のみでは受任者が不足する事態がみられるよう   

になり、この状況を打開するための方策が必要と考えられるようになってきた。  

・これらの検討の前提として、成年後見制度の運用状況の把握、自治体における権利擁護   

施策の現状の把握が必要となっている。  

・以上の認識を踏まえ、成年後見制度を中心とする権利擁護機能のあり方について事例の   

収集、調査の実施、これらを踏まえた課題整理と問題提起を行った。  

【第1部 権利擁護施策・事業の現状と課題】  

・第1部では、地域で展開しているさまざまな権利擁護、成年後見制度にかかわる実践事   

例を紹介した。  

・市町村における取組みとして、大規模自治体としての横浜市における権利擁護施策の課   

題、町田市における成年後見制度市長申立ての積極的活用の取組み、北九州市の行政と   

民間の協働による権利擁護システム構築の事例を紹介した。  

・今後の大きな課題として、障害者における権利擁護の課題の事例として、全日本手をっ   

なぐ育成会と地域の親の会の取組事例、および障害プランでの取組みを紹介した。  

・また、地域での権利擁護の取組みとして、伊賀市における社会福祉協議会の取組み、出   

雲市の出雲成年後見ネットワークの活動の事例、成年後見補助類型活用へむけた大津市   

のNPOあさがおの活動事例、仙台市のNPOの民間権利擁護団体エMルの活動などを通じ   

て、民間団体の活動の現状を紹介した。  

・これらの地域の取組事例の検討を通じて課題となった認知症の早期発見および成年後見   

制度を早期に利用するための補助類型活用の課題について、問題提起を行った。  

・特に成年後見制度は判断能力の低下した者の単なる「財産管理制度」ではなく当事者の  
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「意思決定支援」制度、あるいは「福祉的機能」を図る制度である。この認識に基づき、  

早期対応のために補助制度の活用とこれを実現するための補助人候補者の再成が緊急の   

課題である。  

【第2部 成年後見人等の養成・確保の現状と課題】  

・現在のところ第三者の専門職後見人等として活動しているのは弁護士3600人，司法書士・  

社会福祉士が4400人と推計され、累計では約8000人が選任された（最高裁判所概況によ   

る）。  

・今後、後見人等の推薦要請の増大は専門職の後見人等養成の現状をみると早晩限界に近   

づくと思われる。成年後見制度の利用を必要とする者がいるにもかかわらず、後見人等   

の候補者数が限られているために利用できないなどの事態が生ずることば、絶対に避け   

なければならない。  

・前記専門職以外の市民の中から後見人等の候補者を養成し、専門性が要求されない事案   

についてはこれらの候補者を積極的に活用することが考えられる。この後見人等候補者   

は福祉的観点から社会に貢献しようとする社会貢献の意欲を要件とすべきである。  

・すでに、一般市民を対象とした後見人の養成が各自治体、NPO等で進められている。 し   

かし、一般市民が担い手となる後見人等といえども、本人の権利擁護者である点におい   

ては専門職後見人等と同質であり、また後見人等としての責任が決して軽減されるわけ   

ではない。そのためには、実務上の疑問などを相談できる窓口、フォローアップ研修を   

行う体制、家庭裁判所等と連携する体制などが用意されていなければならない。  

・市民後見人養成の課題は、市民後見人のイメージの確立、市民後見人の要件、養成研修、   

実践的な実習の必要性、市民後見人に求められる倫理と規律、市民後見人の相談窓口、   

継続研修、執務管理、後任者の手配、関係機関との連携、家庭裁判所との協議、保険の   

適用などのサポート組織および、受任体制の整備の必要性などがあり、早急に具体的検   

討が必要である。  

・市民後見人の制度的位置づけ、サポート組織として制度的裏づけのある「市民後見人協   

会」の創設、市民後見人協会の適格性の審査機関の設置など、早急に検討を開始すべき   

である。  

【第3部 都道府県別にみた後見等開始事件の認容状況】  

・最高裁判所事務総局家庭局より資料の提供を受け、平成16年度における後見等閑始事件   

の認容件数についての統計を各家庭裁判所管轄内別の統計を都道府県別の事件数として、   

集計、表示した。  

・平成16年度の後見、保佐、補助の認容件数は、全国で1万4284件。うち、後見が86．3％を   

占める。  

・認容件数では、東京（1786件）、神奈川（1367件）が抜きんでて多く、全体の2割を占め   

る。  
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・家庭裁判所が所在する都道府県人口10万人当たり認容件数では、島根（36．0）が抜きん   

でて高く、滋賀（19．1）、鳥取（18．7）、鹿児島（17．8）、石川（17．1）、富山（17．0）、山梨   

（16．0）、神奈川（15．7）、東京（14．4）の順で続く。  

・〔本人属性（年齢）〕 認容された法定後見のうち本人属性（年齢）が明らかな1万4279   

人の年齢をみると、本人年齢65歳以上が6割を占めている。（東京、岩手、高知、京都で   

は7割以上）  

・本人年齢65歳末満の割合が、過半数～3分の2に達しているのは、滋賀、島根、山梨、   

鹿児島、山形、長野の各県である。  

・〔該当年齢人口に対する後見人認容件数〕 65歳末蔵人口10万人に対する認容件数は、島   

根（32．1）、滋賀（16．1）、鹿児島（14，8）、山梨（13．2）の順で高い（全国では5．6）。  

・65歳以上人口1万人に対する認容件数は、東京（5．9）、神奈川（5．9）、鳥取（5．1）、石川   

（4．9）、島根（4．6）の順で高い。  

・〔認容された法定後見人の属性別にみた傾向〕 平成16年度に認容された法定後見人の、   

親族・親族以外の構成比をみると、全体でも8割を親族が占め、親族以外の後見人は   

20．4％となっている。親族後見の割合は、島根県で最も高く、認容された後見人の95％   

を占めている。他方、親族以外の後見割合が高い（3割以上）のは、滋賀、岡山、東京、   

群馬である。  

・平成16年度、後見開始、保佐開始、補助開始事件の終局事件計1万6794件のうち、市町村   

長申立件数は509件（3％）であった。家庭裁判所所在都道府県別にみると、東京（109   

件）、神奈川（76件）、大阪（47件）、埼玉（23件）、兵庫（22件）、北海道（19件）の順で   

ある。  

【第4部 全国市（区）自治体権利擁護マップ】  

・市（区）自治体における成年後見制度をはじめとする権利擁護事業の取組みについてそ   

の実態を把握することで、権利擁護施策推進に向けた今後の市区町村自治体の政策課題   

を明らかにすることを目的に実施した。  

・全国762市区（平成17年4月時点）の市区に郵送により配布回収し、610団体から回答を   

得た（有効回収率80．0％）。  

・調査項目   

○権利擁護や成年後見に関する各種関連事業の平成16年度実施状況（実施なし13．7％、  

5事業以上実施18．3％）   

○市区町村島中立てに係る体制（要綱あり55．3％、主管課明記36．8％）と申立検討実績  

の有無（有40．3％（平成16年度））   

○成年後見制度利用支援事業に係る実施の有無（有53．5％）、後見人報酬利用実績の有無  

（決算10万円以上20．0％）   

○地域福祉権利擁護事業関連事項一地域福祉権利擁護事業から成年後見制度への移行を  
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検討する仕組みの有無（有22．3％）、当該仕組みに関する社会福祉協議会との連携の有   

無（有60．0％）  

○上記の項目、合計19項目についてすべての市区実施数を記載した。  

・市区の人口規模別にみた権利擁護関連事業の実施状況（実施数上位10市区）は下記のと   

おりである。  

・すべての市区の実施状況について本文に一覧表を作成した。  

［人口規模 3万未満］  

団体名  都道府県  権利擁護や  市町村長申  成年後見制  地域福祉権  総該当数  

成年後見制  立について  度利用支援  利擁護事業  

度に関する  

各種事業等  て該当数   当数   

の実施数   

竹田市   大分県   3   12   

芦別市   北海道   3   3   3   9   

尾鷲市   三重県   5   0   3   9   

和泉市   大阪J符   4   2   0   8   

美唄市   北海道   3   3   0   7   

陸前高田市   岩手県   0   2   7   

勝山市   福井県   0   2   7   

江津市   島根県   3   2   0   7   

村山市   山形県   4   0   6   

笠間市   茨城県   4   0   6   

塩山市   山梨県   0   2   3   6   

［人口規模 3万～10万未満］  

団体名   都道府県  権利擁護や  市町村長申  成年後見制  地域福祉権  総該当数  

成年後見制  立について  度利用支援  利擁護事業  

度に関する  

各種事業等  て該当数   

の実施数   

八幡市   京都府   8   3   3   3   

栃木市   栃木県   6   3   3   3   

狛江市   東京都   7   3   3   

岐阜県   4   3   

大府市   愛知県   7   3   3   14   

萩市   山口県   5   4   3   2   14   

埼玉県   6   4   13   

冨山県   4   13   

北海道   3   3   

瑞浪苗  福井県   
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春日井市   愛知県   5   3   3   

亀岡市   京都府   3   3   3   

長門市   L山口県   5   3   2   2   

田川市   福岡県   4   

宜野湾市   沖縄県   4   3   

［人口規模10万～50万未満］  

権利擁護や  
成年後見制  

成年後見制   

団体名  都道府県    度に関する  総該当数   

各種事業等  
事業につい  

て該当数   該当数  
の実施数   

町田市   東京都   6   4   4   3   17   

草加市   埼玉県   7   3   3   3   16   

浦安市   千葉県   7   2   4   3   16   

立川市   東京都   8   2   3   3   16   

西東京市   東京都   7   3   3   3   16   

横須賀市  神奈川県   3   4   3   16   

市川市   千葉県   3   3   15   

三島市   静岡県   6   3   3   3   15   

橿原市   奈良県   6   3   3   3   15   

呉市   広島県   6   2   4   3   15   

沖縄市   沖縄県   4   4   4   3   15   

［人口規模 50万以上］  

団体名  都道府県  権利擁護や  市町村長申  成年後見制  地域福祉権   

成年後見制  立について  度利用支援  利擁護事業  

総該当数              度に関する  

各種事業等  て該当数   該当数   
の実施数   

杉並区   東京都   3   3   3   16   

練馬区   東京都   7   3   3   3   16   

足立区   東京都   8   3   3   16   

大阪市   大阪府   3   4   16   

世田谷区   東京都   5   3   3   3   14   

京都市   京都府   7   3   3   14   

堺市   大阪府   3   14   

泉大津市   大阪府   4   2   3   

北九州市   福岡県   4   14   

横浜市   神奈川県   6   2   4   13   

仙6肌   


